
問

問

問

問

申
問

◇◆市役所代表番号◆◇
　　☎ 58 - 2111（伊奈庁舎・谷和原庁舎共通）
　※旧谷和原村役場の番号（☎ 52 - 3141）にかけてもつながりますが、
　　谷和原庁舎への直通電話ではありません。（最初に伊奈庁舎の電話
　　交換室につながり、その後各課に転送されます。）

美
術
団
体
合
同
展
示
会

の
お
知
ら
せ

　

市
の
美
術
団
体
が
合
同
で
作
品
展

示
会
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
合
同
展

示
会
は
、
旧
伊
奈
町
文
化
協
会
美
術

部
所
属
団
体
が
毎
年
開
催
し
て
い
た

も
の
で
す
。

　

各
団
体
の
み
な
さ
ん
の
力
作
を
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
・
展
示
団
体

○
〜
8
月
20
日
㈰

　

写
遊
21
い
な

○
8
月
22
日
㈫
〜
27
日
㈰

　

水
墨
画
Ａ
・
水
墨
の
会
れ
ん
げ

○
8
月
29
日
㈫
〜
9
月
3
日
㈰

　

拓
装
Ａ
ク
ラ
ブ
・
伊
奈
拓
本
表
装

　

研
究
会
・
伊
奈
篆
刻
会

▼
会
場
＝
き
ら
く
や
ま
す
こ
や
か
福

　

祉
館

終
戦
当
時
海
外
引
揚
者

や
そ
の
ご
家
族
の
方
へ

　

税
関
で
は
、
海
外
か
ら
の
引
揚
げ

の
際
、
お
預
か
り
し
た
次
の
通
貨
・

証
券
な
ど
を
お
返
し
し
て
い
ま
す
。

　

返
還
の
申
し
出
・
ご
照
会
は
、
預

け
ら
れ
た
方
ご
本
人
は
も
と
よ
り
、

ご
家
族
の
方
で
も
結
構
で
す
。
お
心

チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ォ
ー
ク
に

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

我
孫
子
市
教
育
委
員
会
で
は
、
我

孫
子
市
在
住
の
児
童
・
生
徒
を
対
象

に
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
チ
ャ
レ
ン
ジ
ウ
ォ
ー

特
定
疾
患
治
療
研
究

事
業
の
継
続
申
請

　

潰
瘍
性
大
腸
炎
な
ど
国
が
指
定
し

た
45
疾
患
の
治
療
を
行
っ
て
い
る
方

で
、
医
療
費
の
公
費
負
担
を
受
け
て

い
る
方
は
、
受
給
者
証
の
更
新
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

最
寄
り
の
保
健
所
で
早
め
に
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
有
効
期
間
が
平
成
18
年
9

　

月
30
日
ま
で
の
一
般
特
定
疾
患
医

　

療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

▼
申
請
期
日
＝
9
月
30
日
ま
で

▼
そ
の
他
＝
期
限
切
れ
後
は
医
療
費

　

の
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

　

せ
ん
。
受
給
者
証
の
円
滑
な
発
行

　

の
た
め
、
8
月
末
ま
で
に
申
請
を

　

お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　

つ
く
ば
保
健
所
健
康
指
導
課

☎
０
２
９
‐
８
５
１
‐
９
２
８
７

中
小
企
業
子
育
て
支
援

助
成
金
が
新
設

　

従
業
員
１
０
０
人
以
下
の
中
小
企

業
事
業
主
に
対
し
て
、
過
去
初
め
て

の
育
児
休
業
取
得
者
ま
た
は
短
時
間

勤
務
適
用
者
が
、
平
成
18
年
4
月

1
日
以
降
出
た
場
合
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
助
成
金
は
、
併
せ
て
2
人
目
ま

で
次
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
「
受
給
で
き
る
事
業
主
」
に
は
、

雇
用
保
険
適
用
事
業
主
で
あ
る
こ
と

な
ど
、
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

  

茨
城
労
働
局
雇
用
均
等
室

☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
８
８

１人目 ２人目

育 児
休 業

100万円 60万円

短時間
勤　務

利用期間
に応じ、
60万円、
80万円
または
100万円

利用期間
に応じ、
20万円、
40万円
または
60万円

労
働
委
員
会
の
労
使

紛
争
解
決
サ
ー
ビ
ス

　

茨
城
県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働

者
個
人
（
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
派
遣

社
員
の
方
を
含
む
）
と
使
用
者
と
の

間
の
労
働
関
係
の
紛
争
解
決
の
た
め

の
援
助
（
あ
っ
旋
）
を
行
っ
て
い
ま

す
。
費
用
は
無
料
で
す
。

　

  

茨
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局（
県

　

庁
舎
23
階
）

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
５
５
６
３

roudoui@
pref.ibaraki.lg.jp

　

休
暇
の
実
施
予
定
状
況
調
査
」
厚

　

生
労
働
省
・
平
成
18
年
6
月
）

・「
ほ
っ
と
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
」
を
実
施
す

　

る
会
社
＝
91
．
８
％

・「
ほ
っ
と
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
」
の
平
均
日

　

数
＝
7.9
日

・
年
次
有
給
休
暇
を
計
画
的
に「
ほ
っ

　

と
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
」
に
組
み
入
れ
て
い

　

る
会
社
＝
27
．
４
％

　

  

茨
城
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督

　

課
☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
４

当
た
り
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
通
貨
・
証
券
の
種
類

・
終
戦
後
、
外
地
か
ら
引
揚
げ
て
来

　

ら
れ
た
方
が
、
上
陸
地
の
税
関
、

　

海
運
局
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証

　

券
な
ど

・
外
地
の
集
結
地
に
お
い
て
総
領
事

　

館
な
ど
に
預
け
ら
れ
た
証
券
な
ど

　

の
う
ち
、
日
本
に
送
還
さ
れ
た
も

　

の

　

  

横
浜
税
関
鹿
島
税
関
支
署
つ
く

　

ば
出
張
所

☎
０
２
９
‐
８
３
７
‐
２
３
０
７

ク
を
開
催
し
ま
す
。

　

8
月
24
日
㈭
〜
27
日
㈰
の
3
泊
4

日
、
子
ど
も
の
自
立
性
・
自
主
性
な

ど
を
つ
ち
か
う
こ
と
を
目
的
に
、
筑

波
山
付
近
か
ら
我
孫
子
市
ま
で
、
子

ど
も
が
7
人
1
組
（
約
40
人
）
で
野

外
泊
を
し
な
が
ら
歩
き
ま
す
。

　

参
加
者
へ
の
水
、
ト
イ
レ
、
野
外

宿
泊
場
所
の
提
供
（
ご
協
力
）
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

  

我
孫
子
市
教
育
委
員
会
社
会
教

　

育
課

☎
04
‐
７
１
８
４
‐
１
６
０
４

問

お
知
ら
せ
し
ま
す

お
知
ら
せ
し
ま
す

情
報

お知らせらせ
Information－ －

問

申 ･･･ 申し込み先

･･･ 問い合わせ先

ご
参
加
く
だ
さ
い

ご
参
加
く
だ
さ
い

問

問問

申
問

問

「
下
水
道
の
日
」普
及

促
進
展

▼
開
催
期
間
＝
9
月
9
日
㈯
〜
13
日

　

㈬　

午
前
10
時
〜
午
後
7
時

▼
会
場
＝
と
り
で
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

高
井
城
址し

・
間
宮
林
蔵

記
念
館
と
小
貝
川
を
歩
く

▼
期
日
＝
9
月
9
日
㈯

▼
集
合
場
所
お
よ
び
時
間

・
Ｊ
Ｒ
牛
久
駅
（
午
前
8
時
30
分
）

・
関
東
鉄
道
常
総
線
戸
頭
駅
（
午
前

　

9
時
30
分
）

▼
コ
ー
ス
＝
戸
頭
駅
〜
高
源
寺
〜
高

　

井
城
址
〜
岡
堰
〜
間
宮
林
蔵
記
念

　

館
〜
守
谷
・
さ
く
ら
の
杜
公
園

▼
対
象
者
＝
50
歳
以
上
〜
80
歳
未
満

　

の
方

▼
定
員
＝
１
０
０
人
（
定
員
に
な
り

　

次
第
締
め
切
り
）

▼
持
ち
物
＝
昼
食
、
飲
み
物
、
帽
子
、

　

レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ト
、
雨
具
、
タ
オ

　

ル
、
保
険
証
の
控
え
な
ど

▼
申
込
方
法
＝
往
復
は
が
き（
住
所
、

　

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
集
合

　

場
所
を
記
入
）

▼
申
込
締
切
日
＝
8
月
31
日
㈭

　
　
　

県
南
地
域
高
齢
者
は
つ
ら
つ

　

百
人
委
員
会　

山
元

〒
３
０
０
‐
１
２
３
７

　

牛
久
市
田
宮
２
‐
24
‐
20

☎
０
２
９
‐
８
７
４
‐
７
１
９
５

夏
は
連
続
休
暇
で

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

　

毎
日
の
シ
ゴ
ト
ば
か
り
に
気
を
取

ら
れ
て
、
大
切
な
自
分
の
時
間
を

見
失
い
が
ち
に
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん

か
。し
っ
か
り
働
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

た
っ
ぷ
り
の
休
み
か
ら
生
ま
れ
る
も

の
。
夏
の
太
陽
を
浴
び
な
が
ら
、
の

ん
び
り
・
ゆ
っ
た
り
の
時
間
を
過
ご

せ
ば
、
き
っ
と
、
あ
な
た
の
本
来
の

チ
カ
ラ
と
輝
き
が
取
り
戻
せ
る
は
ず

で
す
。
交
代
で
休
暇
を
取
っ
た
り
、

年
次
有
給
休
暇
を
上
手
に
活
用
す
る

な
ど
、
夏
の
連
続
休
暇
「
ほ
っ
と
Ｗ

Ｅ
Ｅ
Ｋ
」を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、

い
つ
も
以
上
に
価
値
あ
る
夏
休
み
を

お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

　

茨
城
労
働
局
で
は
、
夏
の
連
続
休

暇
「
ほ
っ
と
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
」
の
普
及
を

進
め
て
い
ま
す
。

▼
デ
ー
タ
（「
夏
季
に
お
け
る
連
続

あ
な
た
の
事
業
所
も

対
象
で
す
！

　

10
月
1
日
、
平
成
18
年
事
業
所
・

企
業
統
計
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
全

国
す
べ
て
の
事
業
所
や
企
業
が
調
査

対
象
で
す
。
調
査
員
が
調
査
票
を
お

届
け
し
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　

9
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
お
伺
い

し
ま
す
。
調
査
員
は
「
調
査
員
証
」

を
必
ず
携
行
し
て
い
ま
す
。

　

  

市
伊
奈
庁
舎
企
画
政
策
課

☎
58
‐
２
１
１
１（
内
線
１
２
４
１
）

　

き
ら
り
（
取
手
駅
西
口
前
）

▼
内
容
＝
下
水
道
に
関
す
る
小
・
中

　

学
生
の
ポ
ス
タ
ー
・
書
道
な
ど
の

　

作
品
展
示
、
下
水
道
に
関
す
る
ビ

　

デ
オ
上
映
、
排
水
設
備
切
り
替
え

　

相
談
会
、
下
水
道
汚
泥
を
利
用
し

　

た
有
機
肥
料
の
配
付
な
ど

　

  

取
手
地
方
広
域
下
水
道
組
合

☎
０
２
９
７
‐
74
‐
４
１
７
０

　

市
下
水
道
課
（
小
絹
水
処
理
セ
ン

　

タ
ー
内
）

☎
52
‐
３
９
３
９

農
業
委
員
会
各
種
申
請

受
付
期
間

　

9
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
9
月
11
日
㈪
〜
14
日

　

㈭

  　

市
谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事

　

務
局

☎
58
‐
２
１
１
１

　
（
内
線
８
１
２
０
〜
８
１
２
２
）

申
問

甲
種
防
火
管
理
資
格

取
得
講
習
会

▼
日
時
＝
10
月
12
日
㈭
、
13
日
㈮

▼
場
所
＝
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
茨
城

　
（
常
総
市
水
海
道
高
野
町
）

▼
講
習
科
目
＝
火
気
管
理
、
防
火
管

　

理
の
重
要
性
、
施
設
・
設
備
の
維

　

持
管
理
、
訓
練
・
教
育
、
消
防
計

　

画
、
防
火
管
理
の
責
務
、
共
同
防

　

火
管
理
な
ど

▼
受
講
料
＝
５
千
円
（
防
火
協
会
加

　

入
事
業
所
は
4
千
５
０
０
円
）

▼
受
講
人
員
＝
90
人
（
定
員
に
な
り

　

次
第
締
め
切
り
）

▼
申
込
期
間
＝
9
月
4
日
㈪
〜
8
日

　

㈮
▼
申
込
方
法
＝
受
講
申
請
書
に
必
要

　

事
項
を
記
入
し
、
受
講
料
と
と
も

　

に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
受
講

　

申
請
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　

署
・
各
出
張
所
で
配
付
し
ま
す
。

　

常
総
広
域
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ダ

　

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

　
　
　

常
総
広
域
消
防
本
部
予
防
課

☎
23
‐
０
１
１
９

第
６
回
犬
・
猫
里
親
の

会
の
お
知
ら
せ

　

里
親
の
会
は
、
犬
や
猫
が
欲
し
い

方
と
、
事
情
に
よ
り
犬
や
猫
を
飼
え

な
く
な
っ
た
方
の
仲
介
を
し
ま
す
。

　

里
親
の
会
に
参
加
す
る
方
は
、
必

ず
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
９
月
３
日
㈰　

午
後
1
時

　

〜
3
時　

※
雨
天
中
止

▼
場
所
＝
市
役
所
伊
奈
庁
舎
常
陽
銀

　

行
Ａ
Ｔ
Ｍ
付
近

　

  

う
ら
べ　

☎
58
‐
７
１
６
８


